
 

令和６年度（令和６年６月１日付採用） 

松本市社会福祉協議会嘱託職員 

地区生活支援員（第２層生活支援コーディネーター）採用試験実施要領 
 

この試験は、松本市社会福祉協議会の地区生活支援員（嘱託職員）を採用するために

行うものです。 

 

《申込方法》  

 ・受験申込に必要なもの 

  （１）受験申込書（松本市社会福祉協議会所定様式） 

  （２）運転免許証の写し 

 

 ・上記必要書類を用意し、松本市社会福祉協議会地域福祉課に必ず本人が持参してく 

  ださい。申込時に業務内容、採用後の処遇、試験について説明いたします。 

 

 

１ 業務内容 

  高齢者等が住み慣れた地域で暮らし続けるために、ゴミ出し・草取り・雪かき等の 

困りごとを、生活・買い物・移動支援といった住民同士が支え合う、以前からあるサ 

ービスにつなげたり、孤立している方や見守りが必要な方には、福祉ひろば・町会サ 

ロン・介護予防教室などの居場所につなげるほか、地区で不足するサービスについて 

は、住民の皆さんが支え合う仕組みづくりをコーディネートすることが主な業務で、 

一般事務職ではありません。 

 

 

２ 採用職種、採用予定人員、勤務予定地 

採用職種 採用予定人員 勤務予定地 

地区生活支援員（嘱託職員） １名 安原地区地域づくりセンター 

 

 

３ 採用予定日 

  令和６年６月１日 

 

 

４ 受験資格 

 （１）普通自動車運転免許を有する者 

  （２）地域での福祉活動、ボランティア活動の実践経験がある、またはそれら活動に 

    興味、意欲のある者 

 （３）次のいずれかに該当する人は受験できません。 

   ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること 

     がなくなるまでの人 

   イ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 

     暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入 

     した人 



５ 試験方法 

論文試験 

試験内容 

８００字以内の論文を事前に提出する。 

【提出締切】令和６年５月２日（木） 

【提 出 先】 

 〒390-0833 

 松本市双葉 4番 16号 松本市総合社会福祉センター 

 松本市社会福祉協議会 地域福祉課 

論文テーマ 

「地域における助け合いの仕組み」 

どのような仕組みが考えられ、取り組みをどの様に進めてい

くのかを意欲とともに簡潔に記載してください。 

面接試験 試験内容 

２０分程度の面接 

【試験日時】令和６年５月１６日（木） １３時３０分～ 

【会 場】 松本市総合社会福祉センター 

      ４階  小会議室 

 

※ 試験当日に新型コロナウイルス、インフルエンザ

の感染が疑われる方は受験をご遠慮ください。 

 

 

６ 合格発表 

  合否の結果を令和６年６月中旬に通知します。 

 

 

７ 給与 

  松本市社会福祉協議会職員給与規程により支給します。 

  （採用時までに改定等があった場合はそれによります。） 

 

 

８ 勤務日 

  月曜日から金曜日まで（土・日曜日、祝日、年末年始は休み） 

  勤務時間 ８：３０～１７：１５ 

  以上を基本としますが、夜間の会議、休日の行事等による出勤があります。 

 

 

９ 採用試験に関するお問い合わせ 

  〒390－0833 松本市双葉４番１６号 松本市総合社会福祉センター 

   社会福祉法人松本市社会福祉協議会 地域福祉課 電話 0263－27－2232 

    E-mail 松本市社協地域福祉課（seikatsu-shien@syakyo-matsumoto.or.jp） 

    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.syakyo-matsumoto.or.jp 

mailto:seikatsu-shien@syakyo-matsumoto.or.jp

